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工　事　名
項　　　目 創意工夫 評価内容
提案内容

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする

（説明）
車両の安全誘導と注意喚起を目的として、容易に設置・撤去できる転用型の「仮ライン材」を設置。この仮
ライン材は、既設の舗装面を汚す事なく何度でも繰り返し使用ができ、規制区間内における一般車両の安
全走行をサポートする。また、規制区間内の走行位置から逸脱する車両に対し、製品凹凸による体感効
果で注意喚起も促す。工事規制により、突入事故が予測される「車線変更ポイント」などへ、この仮ライン
材を積極的に設置し、一般交通の安全確保を図った。

(添付図）

創意工夫・社会性等に関する実施状況

○○○道路工事
安全衛生

一般交通の安全確保に関する工夫

【片側交互通行規制内での活用】 【登坂車線内での活用】
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